
令和８年第１回
船橋市国民健康保険運営協議会

令和８年２月６日
船橋市 健康部 国保年金課

議題１：船橋市国民健康保険条例の一部を改正する条例案について

諮問事項② 子ども・子育て支援納付金賦課額の
保険料率の設定について（第１６条の１０関係）

資料２
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１．「こども・子育て支援加速化プラン」について

 若い世代が希望どおり結婚し、希望する誰もがこどもを持ち、安心して子育てできる社会、こどもたちが笑顔で暮らせる社会の実現を目指
して2023年(令和5年）12月にこども未来戦略 「こども・子育て支援加速化プラン」が策定され、3．6兆円規模の子育て支援の抜本的拡充
を図ることとされた。

 「加速化プラン」により新設・拡充する制度であって、 対象者に一定の拡がりのある子育て施策に、全世代で子育て世帯を支える「子ども・
子育て支援金」が充てられることとされた。

２

（こども家庭庁ホームページ資料より抜粋）

こども未来戦略「加速化プラン３．６兆円」の施策詳細
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２．「子ども・子育て支援金」制度について

「こども・子育て支援加速化プラン」を賄う安定財源の一つとして、「子ども・子育て支援金制度」が令和８年４月に創設される。
令和８年度以降、保険者が医療保険の保険料等とあわせて被保険者から徴収し、支援納付金として、国に納付する。
支援金は段階的に増額となり、令和８年度約６，０００億円、令和９年度約８，０００億円、令和１０年度約１兆円となる予定。
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（こども家庭庁ホームページ資料より抜粋）
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３．「こども・子育て支援加速化プラン」の財源イメージ

 既定予算の最大限の活用等を行うほか、歳出改革と社会保険負担軽減の効果の範囲内で支援金制度を構築し、実質的な負担が生じない
仕組みとしている。
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（こども家庭庁ホームページ資料より抜粋）
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３．「こども・子育て支援加速化プラン」の財源イメージ
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（こども家庭庁ホームページ資料より抜粋）
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高齢世代や子育て中でない方

実効性の高い少子化対策によって国の経済システム
や地域社会を維持し、国民皆保険制度の持続可能性
を高める。

４．「子ども・子育て支援金」制度の理念と意義

拠出の中心を現役世代が担い、給付
の多くを高齢世代が受け取る構図

子どもや子育て世代を全世代・全経
済主体が支える新しい分かち合い・
連帯の仕組み

現行の社会保険制度

子ども・子育て支援制度

子ども・子育て世代

支援金制度を財源とした事業による給付拡大。
０歳から１８歳までの間で平均１４６万円の給付拡大と
なり、現行の児童手当と合わせると合計約３５２万円の
給付となる。

理念 意義
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（こども家庭庁ホームページ資料より抜粋）

https://www.city.funabashi.lg.jp/index.html


５．「こども・子育て支援加速化プラン」の実施に向けたスケジュール
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６．「子ども・子育て支援納付金」に係る賦課について

 現行の国民健康保険料は、「基礎賦課分（医療分）」、「後期高齢者支援金等賦課分」、 「介護納付金賦課分」（介護保険第２号被保険者
（40～64歳））の３つの区分となっており、 船橋市においては、それぞれ２方式（所得割、均等割）となっている。

介護納付金
賦課分

後期高齢者
支援金等賦課分

子ども・子育て
支援納付金分

介護保険第２号被保険者以外の被保険者の保険料（一般保険料等額） + 介護保険料額

介護保険第２号被保険者（40～64歳）の保険料

（１）子ども・子育て支援納付金の賦課について

 千葉県は、支援納付金の標準的な賦課方式について「２方式（所得割・均等割）」としている。
（理由：子ども・子育て支援金制度の趣旨から、「１８歳以下の均等割は全額軽減される」こと（P9）を考慮すると、１８歳以下を含む
世帯に対して賦課する平等割は馴染まないため）

➡ そのため、船橋市の子ども子育て支援納付金の賦課方式についても「２方式」とする。

（２）子ども・子育て支援納付金の賦課方式について
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基礎賦課分
（医療分）
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（令和7年5月7日 厚生労働省 国保事業費納付金等算定標準システムに係る担当者説明会資料より抜粋）

６．「子ども・子育て支援納付金」に係る賦課について

（３）子ども・子育て支援納付金の賦課の仕組みについて

 子ども・子育て支援納付金の賦課については、「１８歳未満の被保険者」 （１８歳に達する日以後の最初の３月３１日以前までのこども）
の均等割分を「１８歳以上の被保険者」（１８歳以上均等割）で負担。
（➡ 子どもがいる世帯の拠出が増えない仕組みとなっている。）
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18歳以上被保険者
子ども・子育て支援納付金分

所得割 +( 均等割 + 18歳以上均等割)
※ 18歳以上均等割：18歳未満の均等割を18歳
以上が負担する。
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７．令和８年度「子ども・子育て支援納付金」分の保険料率設定について

 新たな赤字繰入を発生させないためにも、県に納付する子ども・子育て支援納付金の必要額に見合った保険料率に設定する必要がある。

毎年度県から示される市町村の標準保険料率（納付金を賄うために必要な保険料率）を採用する。
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所得割 均等割①
18歳以上
均等割②

0.27％ 1,699円 126円

所得割
均等割
①+②

0.27％ 1,800円

令和８年度の
船橋市標準保険料率（仮係数）

令和８年度
船橋市保険料率

※均等割については端数を調整して設定

 子ども・子育て支援納付金は、令和８～１０年度にかけて段階的
に増額となる。

 船橋市おいてもそれに合わせて今後も段階的に保険料率を改定
していく。

R８ R9 R10 R11以降

子ども・子育て支援納付金の今後の保険料率について

令和８年度「子ども・子育て支援納付金」分の
モデルケースごとの保険料額

令和８年度年間保険料額 １人あたり保険料額

ケース① 世帯構成１人
主５５歳：給与収入１４０万円
（２割軽減対象）

２，３０４円／年
（１９２円／月）

２，３０４円／年
（月額１９２円）

ケース② 世帯構成２人
主７０歳：年金収入１７０万円
妻７０歳：年金収入 ７０万円
（５割軽減対象）

２，２５９円／年
（１８８円／月）

１，１３０円／年
（月額９４円）

ケース③ 世帯構成４人
主４５歳：給与収入４８０万円
妻３８歳：給与収入１３０万円
子：１３歳・１０歳

１２，２１３円／年
（１，０１７／月）

６，１０６円／年
（月額５０９円）
※１８歳未満は負担なし

（１人あたり平均年間約4,000円（月額約333円））

（※ 支援納付金総額のうち、被保険者又は事業主が負担する額の目安：令和８年度約６，０００億
円、令和９年度約８，０００億円、令和１０年度約１兆円）
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